
研究費の不正使用
防止のために

主な禁止事項

不正使用に対する処分

不正使用防止に関する本学の取り組み

カラ謝金

実態の伴わない作業謝金を本学に支払わせること

架空取引

架空の取引により本学に代金を支払わせ、これを取引会社等に
管理させること

資金還流

教員等の指示により、支給された旅費、謝金等を回収すること

特定の業者等との癒着・利益供与

特定の業者等と癒着し、利益を供与すること

kansa@ml.soken.ac.jpE-Mail内部監査室学内

046-858-1549（直通）TEL
bansei.yaoya@gmail.comE-Mail平谷・八百屋

弁護士事務所
学外

042-645-1533（代表）TEL

統合進化科学研究センター

hayamajimu@ml.soken.ac.jpE-Mail総務課統合進化科
学研究ｾﾝﾀｰ事務係 046-858-1577（直通）TEL
教育企画開発センター

gshien@ml.soken.ac.jpE-Mail学務課
学生支援係 046-858-1531（直通）TEL

内部通報制度

研究費等の不正行為に関して大学内外からの通報窓口を設置し
ています。

責任体制の明確化

機関としての責任の所在を明確にするため、学長を最高管理責
任者とする管理体制を整備し、不正防止計画室・内部監査室・会
計監査人が連携して、不正使用の発生を防止しています。

最高管理責任者 学長
統括管理責任者 財務担当理事
コンプライアンス推進責任者 各部局の長

個人経理

企業・財団などから教職員個人に直接寄附金を受けた場合に、大
学で経理するのではなく、当該個人が経理を行うこと。

本リーフレットは、 「研究費等の不正使⽤防⽌計画」に基づき、研

究費の不正使用を防ぐために基本的な使用ルールや本学の取組
を理解してもらうことを目的としています。研究費は公的資金で
あり、適正な使用と管理は社会的責務です。一個人の不正使用が
大学全体の活動を停滞させ、信頼を大きく損ねることを自覚し、
研究費を正しく使用してください。

はじめに

研究費等の不正使用を防止すべく、本学では「研究費等の不正使
⽤防⽌計画」を策定し、様々な取り組みを実施しています。

相談窓口

通報窓口

個人に対する処分

 学内規則に基づく懲戒処分等
 資金配分機関の処分（応募資格の停止、研究費の返還等）

 法律上の処分 etc.

機関に対する処分

 研究費相当額の返還
 間接経費の減額査定等
 競争的資金の応募資格停止 etc.

目的外使用

各研究費等を使用目的以外で使用すること

期間外使用

研究費等の配分期間を超えて使用すること

カラ出張

実態の伴わない出張旅費を本学に支払わせること

研究費等ハンドブック（概要版）

総合研究大学院大学

使用ルール全般

syukei@ml.soken.ac.jpE-Mail財務課主計係

046-858-1515（直通）TEL
物品（役務）購入・物品管理

yodo@ml.soken.ac.jpE-Mail財務課用度係

046-858-1593（直通）TEL
旅費・謝金

keiri@ml.soken.ac.jpE-Mail財務課経理係

046-858-1514（直通）TEL
競争的資金の申請や報告

kenkyo@ml.soken.ac.jpE-Mail総務課
研究協力係 046-858-1539（直通）TEL

【参考】担当係 （まずは上記相談窓口にご連絡願います。）

【参考】文部科学省ガイドライン

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ
ン（実施基準）
https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm

【参考】本学のルール等

研究費等の使用ルールを整備するともに、「研究費等使用ハンド
ブック」等を通じ、周知を図っています。

国立大学法人総合研究大学院大学における研究費等
の不正使用防止に関する基本方針
https://kitei.soken.ac.jp/doc/gakugai/listall.html?rule=541#

国立大学法人総合研究大学院大学における研究費等の
使用に関する行動規範
https://kitei.soken.ac.jp/doc/gakugai/listall.html?rule=542#

研究費等使用ハンドブック
https://www.soken.ac.jp/outline/rules/research_expense_man
agement/file/kenkyuhishiyouhandbook2024.pdf
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